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   開     議 

 

 

○内谷邦彦議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○内谷邦彦議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 質問の時間は答弁を含めて60分以内となって

おりますので、ご協力をお願いいたします。 

 なお、勝見英一朗議員、渡部秀樹議員から資

料の配付について申出があり、会議規則第150

条の規定により許可いたしましたので、ご報告

いたします。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○内谷邦彦議長 順位１番、議席番号11番、浅野

敏明議員。 

○１１番 浅野敏明議員 おはようございます。

久々のトップバッターでありますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。共創長井の

浅野です。 

 質問に入る前に、通告書の１番の（６）にち

ょっと挿入をお願いしたいと思います。沿道型

の後に「土地」を入れていただきたいと思いま

す。その後の事業「に」が抜けておりましたの

で、３文字の追加をお願いしたいと思います。 

 それでは、早速１番目の質問、中心市街地活

性化に向けた開発事業についてご質問いたしま

す。 

 国は、中心市街地の活性化を図るための基本

方針を示し、各府省庁における地方創生及び国

土強靱化の取組と有機的に連携しながら、政府

を挙げて総合的な支援を推進するものとしてい

ます。 

 活性化された中心市街地は、多様な都市機能

が集積し、住民や事業者に便益を提供するとと

もに、子育て世代や高齢者にも暮らしやすい環

境を整え、公共交通の拠点として既存の都市資

源や歴史文化と融合し、地域の核となる、また

商工業者と消費者の交流により効率的な経済活

動を支え、過去の投資を活用しつつ新たな投資

の効率化を図り、さらにコンパクトなまちづく

りは環境負荷の軽減にも寄与し、地域及び国全

体の発展に重要な役割を果たすことが期待され

ています。 

 本市の第２期中心市街地活性化基本計画は、

令和３年３月に認定され、令和４年３月に変更

されています。 

 目標１、都市機能の充実として、市民が快適

で安心して暮らせる環境を整え、利便性の向上

や子育て支援、集客機能の充実を図る、また観

光客が訪れる魅力的なまちづくりと持続可能な

コンパクトシティの実現を目指すとしています。

実現するための戦略では、図書館と子育て支援

を兼ねた公共複合施設の建設や市庁舎移転によ

り長井駅周辺に都市機能を集中し、歩道や案内

標識の整備で歩行者に優しい街路を形成し、集

客・交流推進エリアと都市機能充実エリアの魅

力向上に取り組むとともに、街路や歴史的建造

物の修理、最上川や小河川など自然を生かした


